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高体連名寄支部 決定・申し合わせ事項  

 

 

１ 支部大会関係 

  (1)当番校決定手順 

   ア 顧問会議にて当番校希望等を話し合う。 

   イ 専門委員は顧問会議等での要望を支部事務局、該当学校に連絡する。 

   ウ 学校理事は学校事情、当該部顧問、専門委員等の要望を考慮し事務局へ希望種目を 

     報告する。 

   エ 秋季の理事総会で審議決定する。 

 

  (2)当番校の任務 

   ア 大会日程の決定 (ｱ)原則として２日以内とし３日間にわたる場合には事前に事務局  

             に連格し理事総会の承認を得ること。 

             (ｲ)専門委員と連絡し全道大会申し込み締切日を確認のうえ、間に  

             合うように決定する。 

             (ｳ)開催時期は５月下旬から６月当初に集約する。 

 

   イ 諸報告事項について 

   ※支部事務局ヘ 

   (ｱ)要   項・・・・・・・・・・・・・・・１部（原則・大会終了後２週間以内） 

   (ｲ)プログラム（成績記入済み）・・・・・・・・１部（       〃       ） 

   (ｳ)平成○年度高体連名寄支部大会結果報告書・１部（      〃      ） 

   (ｴ)大会決算報告書・・・・・・・・・・・・・１部（       〃      ） 

   

   ※専門委員ヘ 

   (ｱ)プログラム（成績記入済み）・・・・・  ２部（大会終了後） 

   (ｲ)成績一覧表・・・・・・・・・・・・・２部（大会終了後） 

 

   ウ 組み合わせ抽選会について 

   (ｱ)専門委員および近隣学校関係者にて行う。（事前に行う場合） 

   (ｲ)イの場合は原則として決定後関係学校に連絡する。 

 

   エ 参加料について 

   (ｱ)個人参加料 １名につき６００円×参加選手分（当番校に納入する） 

但しバドミントンの大会は団体戦１チーム６ ,０００円  個人戦ダブルス１組 

２,４００円 シングルス 1 人１,２００円とする。 

   (ｲ)陸上競技個人参加料 １名につき８００円 

   (ｳ)陸上競技プログラム代として１名につき２５０円納入する。 

 

 

 

 

 

 



- 2 - 

 

２ 新人大会関係 

  (1)当番校決定手順 

   ※支部大会に準ずる 

 

  (2)当番校の任務 

   ア 大会日程の決定 

     関係学校、関係協会等で話し合い決定後事務局に報告する。 

 

   イ 諸報告事項について 

    (ｱ)要   項 

    (ｲ)プログラム（成績記入済み） 

    (ｳ)成績一覧表 

    (ｴ)大会決算報告書 

   以上、支部事務局・専門委員への報告は支部大会に準ずる。 

 

   ウ 大会運営費について 

    (ｱ)支部補助費と参加料で運営する。 

    (ｲ)陸上競技の支部補助費は１５０，０００円とする。 

 

   エ 南北決勝大会の運営について 

         バレーボール、バスケットボールについては、北ブロック大会に連動させる。 

 

３ 全道大会関係 

  (1)当番校決定手順 

   ※支部大会に準ずる 

 

  (2)当番校の任務 

   ア大会日程の決定 

 

   イ諸報告事項について 

     (ｱ)要   項 

     (ｲ)プログラム（成績記入済み） 

     (ｳ)成績一覧表 

     (ｴ)大会決算報告書 

    以上、支部事務局・専門委員への報告は支部大会に準ずる。 

   

  (3)大会運営費について 

    支部補助金・道高体連補助金及び参加料で運営する。 
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４ 共催大会関係（総会で承認されたものでなければ共催にできない） 

  (1)事前に提出するもの 

   ア大会要項 

 

  (2)事後に提出するもの 

   イ大会結果報告書 

 

５ その他 

  (1）大会要項発送はすべて学校長宛にすること。（協会共催大会も含む） 

  (2）選抜大会のある種目もその予選を行わず新人大会にこれを兼ねることができる。 

  (3）学校間の各部で練習試合を行う場合も文書交換を行う。 

  (4）道専門部会に出席の専門委員の旅費のうち、一回分を支部費より道高体連旅費規程に  

    より支給する。請求については、支部所定の「高体野連出張復命書および旅費請求書」  

    にて行う。 

  (5）専門委員不在種目の道専門部との連絡等については事務局が行う。 

  (6）支部費の補助による審判講習会はその年度の全道大会開催種目を優先する。 

  (7）支部高体連予算書は事務局校交代時、前年度事務局校で作成する。 

  (8）副支部長は、次期事務局校の校長がこれにあたる。 

  (9）道理事は事務局長と次期事務局校の教諭がこれにあたる。 

  (10）支部の事務局は士別翔雲高校・名寄高校・稚内高校・名寄産業高校・稚内大谷高校で  

   ローテーションする。 

  (11) 定例総会は春季および秋季の年２回開催し、春季は高体連名寄支部理事総会・高野連  

   名寄支部理事総会・高文連名寄支部理事総会を合同で行い、秋季は高体連名寄支部理  

   事総会および高野連名寄支部理事総会を合同で行う。 

 （12）高体連資料（会議録・大会結果等）は名寄高校に保管する。資料についての問い合わ  

   せは事務局を窓口とする。 

 

 

 

 

            平成２０年１１月２８日   一部改正。 

            平成２３年 ５月２０日   一部改正。 

            平成２４年 ５月２０日   一部改正。 

            平成２９年 ５月１２日  一部改正。 

            令和 ２年 ５月 ８日  一部改正。 


